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Ⅰ．はじめに  

難聴・言語障害学級や通級指導教室（「難言学級や教室」

と記す）は「多様な学びの場」の１つとしての役割を持つ。

また、担当者は子どもへの指導を基本としながらも、校内や

地域の特別支援教育体制で重要な役割を果たしてきた。本稿

では、こうした難言学級や教室がインクルーシブ教育システ

ムにおいて果たす機能について全国調査結果から報告する。 

Ⅱ．手続き 

2016年度『全国難聴・言語障害学級及び通級指導教室実態

調査』のうち「調査項目Ｃ学級・教室の経営等」を分析した。 

Ⅲ. 結 果 

１．通常の学級との連携 

(1)難言学級や教室における指導に関する連携 

 難言学級や教室で行う指導に関して行う通常の学級との

連携について、選択肢から複数回答可で回答を求めた結果を

図１に示した。「通常の学級の授業や行事等を参観する」が最

も多く、次いで「電話」「連絡帳」による情報交換であった。 

図１ 難言学級や教室における指導に関する連携 

(2)通常の学級における学習や生活に関する連携 

通常の学級における学習や生活に関して行う通常の学級

との連携について、選択肢から複数回答可で回答を求めた結

果を図２に示した。「通常の学級の担任から、指導対象児につ

いて相談を受ける」が最も多く、次いで「通常の学級の担任

から、指導対象児以外の児童・生徒について相談をうける」

「通常の学級で指導対象児を支援する」であった。 

図２ 通常の学級における学習や生活に関する連携 

(3)設置校内や地域での役割等について 

 設置校内や地域の特別支援教育体制で果たしている役割

について、選択肢から複数回答可として回答を求めた。回答

が多かった順に「校内委員会等の委員」63.8％、「校内の特別

支援教育コーディネーター」49.5％、「地域の教育支援委員会

の委員」26.6％、「就学時健診における言語スクリーニング」

25.5％「地域の専門家（巡回相談）チームの委員」11.1％で

あった。 

(4)個別の指導計画の作成 

指導対象児の個別の指導計画

の作成について、選択肢から回答

を求めた結果を図３に示した。

「難言教育担当者が作成し通常

の学級の担任に渡す」と「難言教

育担当者が作成し通常の学級の

担任と協議して共有している」が

ほぼ同数であった。「難言教育担

当者が作成し、通常の学級の担任と協議・共有する」と「難

言教育担当者と通常の学級の担任が協議して作成する」を合

わせると 47.9％であり、通常の学級の担任が作成に関与して

いるのは半数弱であった。 

４．幼児への指導 

(1)相談や指導の開始年齢 

 幼児の相談や指導をしてい

る難言学級や教室に対して、

開始年齢について回答を求め

た結果を図４に示した。相談

の開始は、３歳台が最も多く、

次いで５歳台、４歳台の順で

あった。指導の開始は５歳台

が最も多く、次いで６歳台、

４歳台の順であった。 
(2)幼児の指導の場への紹介者 

 幼児の指導をしている難言学級や教室への紹介者につい

て選択肢から複数回答可として回答を求めた。回答が多かっ

た順に「幼稚園」が 271 件、「保育所」と「保護者から直接」

が同数で 267 件、「教育委員会」が 194 件、「認定こども園」

が 127 件であった。「療育機関」「医療機関」からの紹介は、

これらよりも少なかった。 
(3)乳幼児健診での役割 

 難言教育担当者が乳幼児健診において相談員等となって

いる場合があり、その実態について、選択肢で複数回答可と

して回答を求めた。「１歳半健診相談員」となっている担当者

が５件、「１歳半健診後指導員」が４件、「３歳児健診相談員」

が 13 件、「３歳児健診後指導員」が６件、「その他の健診相談

員」が 16 件、「その他の健診後指導員」が４件であった。 
Ⅳ. まとめ 

難言教育担当者は様々な方法で通常の学級の担任と連携

しており、難言学級・教室での指導の充実や指導対象児の通

常の学級での学習及び生活の充実を目指していた。通常の学

級の担任から、対象児以外の子どもについて相談をうける難

言担当者の割合は前回よりも増加しており、特別支援教育の

専門家としての役割が期待されていると言える。 
個別の指導計画の作成について、通常の学級と連携してい

る難言学級・教室は半数弱であった。新学習指導要領の実施

に向けて、個別の指導計画の作成に関する連携は重要である。 

難言教育担当者は、校内や地域の特別支援教育体制におい

て様々な役割を担ってきており、インクルーシブ教育システ

ムの推進において重要な機能を果たしていると考えられる。 

(MAKINO Yasumi, KUBOYAMA Shigeki，KOBAYASHI Michiyo，HARADA Kimihito，NAMEKAWA Norihiro） 
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図３ 個別の指導計画の作成 

図４ 幼児の相談や指導開始 
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